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厚生労働省老健局老人保健課ほか 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局老人保健課ほか

今回の内容 

 

平成 24 年度介護報酬改定に関する 

Ｑ＆Ａ（Vol.2）について 
 

 

計２３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(企画法令係･内線 3949) 

FAX : 03-3595-4010   (振興課法令係･内線 3９37) 
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○ 特別養護老人ホームへの転換（※今回の報酬改定以外） 

問 40 療養病床を有する医療法人が、転換に際して新たに社会福祉法人を立

ち上げて特別養護老人ホームに転換する場合、基準省令附則第 13 条に基

づく転換に該当するか。 

（答）  

該当する。 

 

【介護職員処遇改善加算】 

問 41 加算算定時に１単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うの

か。また同様に、利用者負担の１円未満はどのように取り扱うのか。 

（答） 
通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨

五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行

の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた

額となる。 

※ なお、保険請求額は、１円未満の端数切り捨てにより算定する。 

 

※ 平成 24 年 Q＆A(vol.1)（平成 24 年 3 月 16 日）問 248 は削除する。 
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